
他
の
一
通
は
事
務
職
員
某
一
名
が
思
想
事
件
に
関
与
し
た
件
に

つ
き
、
今
後

も
無
く
、

井
天
来
箪
の
題
字
（
第
九
号
と
最
終
号
の
第
十
号
は
香
取
秀
真
筆）

と
古
美
術

品
や
藤
島
武
二
、
平
塚
連
一

、
結
城
素
明
、
広
川
松
五
郎
の
作
品
の
写
頁
を
用

い
、
挿
図
も
多
く
掲
載
す
る
な
ど
、
配
慮
が
窺
わ
れ
る
。

い
か
に
も
殺
風
漿
な
休
裁
で
あ
る
が
、
第
二
号
か
ら
は
表
紙
に
比
田

④

左
翼
思
想
、
風
紀
取
締
り
強
化

昭
和
九
年
六
月
、
文
部
省
に
思
想
局
が
設
置
さ
れ
、
学
生
の
左
爽
思
想
取
締

り
が

一
段
と
強
化
さ
れ
る
が
、
同
じ
頃
、
和
田
英
作
校
長
は
文
部
省
よ
り
二
通

の
通
牒
を
受
け
た
。
と
も
に
四
月
二
十
一
日
に
発
し
た
も
の
で
、

一
通
は
次
の

よ
う
な
文
面
で
あ
る
。

「
昭
和
八
年
中
費
校
生
徒
中
ョ
リ
其
ノ
本
分
二
悸
リ
治
安
維
持
法
二
腑
ス
ル

刑
事
被
告
人
ト
シ
テ
起
訴
セ
ラ
レ
豫
審
二
於
テ
有
罪
ノ
決
定
ヲ
見
ル
ニ
至
リ

タ
ル
者
ヲ
出
｀
ン
タ
ル
ハ
甚
ダ
逍
憾
二
堪
ヘ
ザ
ル
ニ
付
貴
官
並
数
員
二
於
テ
向

後
訓
育
上
一
層
御
留
＿意
相
成
度
此
段
依
命
通
牒
ス
」

（「
自
明
治
二
十
年

職
員
の
統
督
を
一
層
周
到
に
せ
よ
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

文
部
省
通
逹
書
類
」）

次
い
で
同
年
九
月
、
校
長
に
対
し
て
文
部
省
よ
り
生
徒
の
風
紀
粛
正
強
化
に

関
す
る
通
牒
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
警
視
総
監
の
「
学
生
生
徒
ノ
風
紀
取
締

ニ
関
ス
ル
件
」
と
題
す
る
照
会
な
い
し
要
請
を
受
け
て
文
部
省
が
各
学
校
に
指

示
し
た
も
の
で
、
本
校
の
み
が
注
意
の
対
象
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
詈
視
総
監
の

「
近
時
都
下
風
紀
取
締
ノ
宜
情
二
徴
ス
レ
バ
學
生
生
徒
ニ
シ
テ
特
殊
飲
食
店

（
カ
フ
エ
ー
バ
ー
喫
茶
店
ノ
類
ニ
シ
テ
女
給
ガ
客
席
二
侍
シ
テ
接
待
ヲ
為
ス

モ
ノ
）
或
ハ
舞
踏
場
等
二
出
入
ス
ル
モ
ノ
極
メ
テ
多
ク
其
ノ
結
果
動
モ
ス
レ

バ
學
生
ノ
本
分
ヲ
閑
却
シ
不
瓦
徒
輩
卜
交
遊
ヲ
結
ブ
ニ
至
リ
或
ハ
放
縦
淫
逸

ニ
流
レ
類
啜
無
節
操
ノ
弊
風
二
感
染
、
こ
為
二
往
々
ニ
シ
テ
繋
盛
ス
ベ
キ
幾
多

ノ
事
例
ヲ
惹
起
セ
ル
ハ
國
家
風
赦
上
塞
二
深
憂
二
堪
ヘ
ザ
ル
所
二
御
座
候
」

（同
前
通
達
書
類
）

と
い
う
見
解
を
読
む
と
、
本
校
生
徒
な
ど
は
要
注
意
の
対
象
と
な
っ
た
に
違
い

な
い
。
こ
の
よ
う
な
当
局
の
取
締
り
強
化
は
学
校
生
活
に
次
第
に
市
苦
し
い
影

を
投
げ
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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